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大船町内会

業務日常の3

1.町内会費の集金 と納付
1)6月集金・集計・納付 → 5月 に常任委員を通して詳細をお知らせします。
2)期中の転入 。転出者について:ま都度、常任委員を通して会計に相談下さい。

2.1ブロック別班長会への出席  ⇒4月 に常任委員を通して案内します。
1)5月 末までに実施
2)常任委員が主催し、案内・実施します。会長または駆会長が出席します。
3)議題

①防災担当班長 (原則 1名 )の選任
②プロック内の課題問題点の話し合い (防災、要支援者、ごみの出し方等)

③町内会費の集金・納付、など

1)回覧

星ムの常任委員会後、常任委員から配布される「回覧」を速やかに回付下さい。
行政等からの全世壼配布物も同様:こ配布します。
旦覧抜釜重墨したら常任委員に申し出て下さい (常任委員は総務へ連絡下さい)。

2)ク リーンデーヘの参加

毎偶数月に朝 8時からプロックごとに場所を決めて清掃を行っています。
全員参加をお願いしていますが、班長は率先して参無下さい。

3)アルミ缶の回収
町内会では、毎週土曜日アルミ缶のみを回収していますので、普通のビニール袋ヘ

入れて 午前8時 30分までにクリーンステーションヘ出して下さい。

4)ク リーンステーションの維持
①定期的に見回り清掃、清潔に務めます。問題や課題を常任委員と解決します。
②クリーンステーションの新設等の要望は4月 に常任委員を通して案内します。

5)防犯灯の維持

①ポールやカバー等破損や点灯していない等については、常任委員へ連絡します。
②常任委員は、塁塁理ピ三⊆二≧≧」堕整墜
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担当_へ連絡します。常任委員以外からの連絡|ま受け付けません。
③防犯灯の新規設置、設置場所移動、廃止等は「まちづくり要望書」:こて提出下さい。

6)言卜報の連絡
①直ちに常任委員に連絡します。
②常任委員は所定「塾報連絡豊上の用紙を使い必要事項を記載し、早急:こ町内会長ヘ

電話連絡を行い指示を仰いで下さい。掲示の有無、弔慰金の持参者等確認下さい。
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4。 まちづくり活動～改善、改修等の要望～

プロックや班の道路の補修、交通標識、公園などの剪定、土砂対策、側溝の掃除
など、自分たちでは対応や解決が難しいことを「まちづくり要望」として解決に
あたっています。

1)プロックからの要望内容の集約し、行政:こ纏めて要望書を提出します。

2)緊急を要する事項は、都度、対応していますので、常任委員と相談下さい。

5,防犯・ 防災活動

①防犯バトロール
毎月第 3土曜日15時～ 16時  12月 は第4土曜日 〈雨天中止〉
町内会館前広場に集合し、毎月コースを変えて町内を巡回します。
町内を知るきっかけ:こ もなりますのでこぞって参加下さい。

② 防火・防災議|1練

令和元年度は 11月 17日 (露 )9時 30分～ 12時 (時間帯は予定)

町内会館と会館前広場を使って消火訓練や煙からの避難訓練、AED救命訓練、
けが人の救助搬出言II練などの模擬体験や試食会などを行います。

6.3R活 動 (ごみの減量化や再利用など)の推進

日頃のクリーンステーションを維持 していくためにも、講演会などを予定してい
ます。別途案内しますので是非ご参加下さい。

7.前期(期首)班長会・後期(期末)班長会への出席

8.催事への参加

令和元年度事業活動計画書の行事予定一覧や月々の回覧などをご覧下さい。
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